
２名以内

鳥取県は「サイクリストの聖地」となることを目指し、令和２年３月の完成に向けて県内を横断するサ
イクリングルートを整備しています。
この度、このルートについて、県民をはじめ、より多くの方に親しみをもって利用していただけるよう
愛称を募集することとしました。
ついては、広く県民の皆様の意見を伺いながら愛称を選定するため、とっとり横断サイクリングルー
ト愛称選定委員会の委員募集を行いますので、是非応募してください。

募集内容

応募書類提出先・問合せ先

１．募集人数

とっとり横断サイクリングルート図

次の全ての要件を満たす方

● 令和元年11月１日時点で県内に住所地を有する１８歳
以上の方

● 現在、県の審議会等委員に就任していない方
● 年２回程度鳥取市内で平日昼間に開催する会議に出
席できる方

● 鳥取県暴力団排除条例に規定される暴力団員等でな
い方

● 鳥取県議会議員及び鳥取県職員でない方

２．応募資格

応募用紙に住所、氏名、年齢、電話番号、応募の動機（１０
０字程度）を記載して、郵送、ファクシミリ又は電子メールの
いずれかで応募してください。

３．応募方法

● 応募資格を確認し、応募者多数の場合は応募のあった
記載内容をもとに選考し、委員を決定します。
ただし、書類選考の結果、同等の方が複数認められた
場合は、抽選により決定します。

● 委員決定後は、速やかに応募者全員に結果を通知 し
ます。

５．委員の選考

令和元年１０月２９日（火）～１１月１７日（日）

４．募集期間

● 県の規定により、報酬、交通費を支給します。

● 委員の任期は令和２年３月３１日までとします。

● 応募書類の返却はしません。

● 応募に際して提出された書類はこの会議の委員の選考

のみに使用し、それ以外の目的には使用しません。

６．その他

鳥取県交流人口拡大本部観光交流局観光戦略課

〒６８０-８５７０ 鳥取市東町１丁目２２０番地

電話 ０８５７-２６-７２３９

ファクシミリ ０８５７-２６-８３０８

電子メール kankou@pref.tottori.lg.jp



住所

（ふりがな）

氏名

応募の動機

（100字程度）

□　鳥取県議会議員及び鳥取県職員でないこと

□　年２回程度鳥取市内で平日昼間に開催する会議に出席できること

□　１８歳以上であること（令和元年11月1日時点）

□　現在県の審議会等委員に就任していないこと

□　鳥取県暴力団排除条例に規定される暴力団員等でないこと

 〒

（自宅）

（携帯）
電話番号　　　　　　歳年齢

※応募資格の確認（以下に当てはまることを確認し、チェックボックスに☑を記入してください。）

□　県内に住所地を有すること（令和元年11月1日時点）


